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令和７年度予算編成方針 

 

 

１ 国の動向 

国は、「経済財政運営と改革の基本方針２０２４（以下、「骨太の方針

２０２４」という。）」（令和６年６月２１日閣議決定）において、「新

しい資本主義」の枠組みを踏襲し、デフレからの完全脱却や官民連携によ

る投資促進、労働移動などを通じ「成長型の新たな経済ステージ」への移

行といった全体を通じたヴィジョンを掲げています。 

経済成長を実現するための具体的な施策として、①賃上げ定着・労働市

場改革、②中堅・中小企業活性化、③ＤＸ・ＧＸへの投資拡大やＡＩ・半

導体などの基盤産業・技術の強化など、④スタートアップ政策、⑤地方創

生・デジタル田園都市構想、⑥高齢者対応対策・女性活躍・安全安心な生

活など包摂社会の実現、⑦経済安全保障を含めた外交・安全保障、⑧防災・

減災・国土強靭化が盛り込まれています。 

また、骨太方針２０１８で示された「新経済・財政再生計画」を見直し、

人口減少が本格化する２０３０年度までの６年間を計画の対象期間とし

た「経済・財政新生計画」により中長期的に持続可能な経済社会の実現に

取り組んでいくこととしています。 

なかでも、中期的な経済財政の枠組みとして、「２０２５年度の国・地

方を合わせＰＢ（プライマリーバランス）黒字化を目指す」という財政健

全化目標を示し、経済再生と財政健全化を両立させることとしました。 

 

２ 地方への対応及び本町の財政状況 

骨太の方針２０２４においては、令和７年度予算は、本方針に基づき、

中期的な経済財政の枠組みに沿った予算編成を行うこととされており、地

方の一般財源総額について、前年度地方財政計画の水準を下回らないよう

実質的に同水準を確保する方針が継続されています。 

本町においては、歳入の根幹となる町税収入において、円安の進行、物

価高騰などによる景気回復の鈍化、従前からの課題である人口減少など、

依然として下振れリスクを抱えており、見通しの困難な状況が続いており、

加えて、所得税控除の見直し（１０３万の壁）による税収及び交付税への

影響も不透明となっています。 

そのような状況下ではありますが、中期計画期間の中間年度を迎える

「第１１次岩美町総合計画」に掲げる将来像「みんなが笑顔で住み続けた
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くなるまち」の実現に向け、少子化対策、社会保障、防災・減災対策、公

共施設の合理化・長寿命化などの諸課題に対応しなければなりません。 

令和７年度当初予算編成に当たっては、社会変革の動きを的確に捉える

とともに、町民生活や町内経済、町財政の状況等をしっかり認識し、前例

にとらわれない新たな発想・手法により、種々の課題への対応や将来を見

据えた施策立案に取り組む必要があります。 

以上のことを踏まえ、令和７年度の予算編成に当たっては、以下の事項

に留意して行うこととします。 

 

３ 予算編成の基本方針 

（１）物価高騰への対応 

長引く物価高騰に伴う町民生活・事業活動に対する必要な支援を継続し

て検討するとともに、国・県の動向を見極めながら、施策立案に努めるこ

と。 

 

（２）第１１次岩美町総合計画の実現等 

第１１次岩美町総合計画については、基本目標の実現に向け、中長期的

な展望を持ちながら施策を検討すること。併せて、協働のまちづくりの推

進を目的に取り組んでいる「協働のまちづくり予算」事業提案制度におい

て応募のあった意見・提案については、その実現に向けて積極的に検討を

行うこと。 

「第３期岩美町地域創生総合戦略」に基づいて実施する事業ついては、

ＫＰＩ（重要業績評価指標）の状況を確認・分析しながら、その達成に向

けて必要な見直しを行うこと。 

 

（３）徹底した事業見直しと行政改革の取組 

最少の経費で最大の効果を導く効果的な事業の立案を行うとともに、事

業の廃止や再構築を行うため、全ての事業において目的、必要性などの点

検・検証を徹底し、思い切った事業の取捨選択を行うこと。    

特に、町単独の継続事業について、目的や成果の説明が困難な事業及び

実績のない事業については、廃止を検討すること。 

また、前例や固定観念にとらわれることなく、積極的な民間委託、実施

方法の見直し、デジタル技術の活用などによる業務の合理化・効率化を検

討し、職員一人ひとりが経営感覚、コスト意識を持ちながら、住民サービ

スの向上、働き方改革等に資する取組を実行すること。 
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（４）国・県の動向の的確な把握 

国の施策見直しの影響や、政局の動向を的確に把握し対応すること。 

また、所管する事務事業に対する県の動向も十分留意し、関係機関との

連絡を密にし、積極的な情報収集に努めること。 

なお、令和７年度の補助(負担)率が示されていないものについては、現

行制度に基づき予算要求し、補助(負担)率等が変更となった場合は、速や

かに報告すること。 

 

（５）事業の立案における考え方 

町民ニーズや将来性・緊急性など総合的な判断による施策の優先順位

及び費用対効果等を厳しく見極めること。後年度の事業展開を明らかに

し、関連する事業との一体的な検証を行い、積極的な見直しを行うこと。 

既存事業においては、ＰＤＣＡサイクルを念頭に置き、監査委員及び決

算審査特別委員会からの指摘等を踏まえた上で、必要性・緊急性・費用対

効果等をあらゆる角度から再検証し、事業の統廃合や縮小、再構築を検討

すること。 

横断的な施策の立案も含め課内及び関係課間で調整を行い、重複する

ことなく事業効果や効率性を最大限に高めること。 

事業の必要性やその効果について、町民に十分な説明ができる資料、デ

ータ等に基づき、合理的な予算要求を行うこと。 

また、国・県の財源措置はもとより、各種公益法人等からの助成金など

の活用ができないか検討を行い、財源の捻出に努めること。 

さらに、「企業版ふるさと納税」を活用するため、企業へアピールでき

る事業がないか確認すること。 

なお、既存事業の一般財源総額は、高齢化などによる社会保障関係経費

の自然増や物価高騰による影響、各種計画等に基づく事業費の増嵩など

を除き、原則、令和６年度当初予算額を限度とする。 

 

（６）その他 

① 町内経済の活性化を図るため、可能な限り町内業者への発注を優先す

ることとし、予算要求額の積算基礎とする参考見積については、執行時

において支障が生じないよう業者選定等を行った上で、複数者から徴取

し、適切な積算となるよう留意すること。 

また、必要に応じて公共事業円滑化業務（総務課所管）を活用すること。 

② 会計年度任用職員の配置に当たっては、原則、真に必要な特殊業務・

欠員補充に限ることとし、事業の見直し、業務の効率化等に加え、事務
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の執行体制を改めて見直した上で、配置を検討すること。 

③ 国・県からの業務移管については、その役割分担を踏まえた上で、町

の自主性を発揮し、効率的かつ町民の視点に立った実施方法を検討する

こと。 

④ 事業実施に当たっては、町民と行政の役割分担と負担区分を明確にし、

事務の効率化、負担の適正化を図りながら、行政への住民参画意識を高

めること。 

⑤ 町有施設等においては、公共施設等総合管理計画の方針に沿うことを

基本とし、施設の将来的な在り方を見据えた維持管理経費等を積算する

こと。また、遊休資産については、機能転換等による有効活用のほか、

民間や地元への譲渡、売却等を積極的に検討し、資産の縮減及び財源確

保に努めること。 

⑥ 公営企業会計については、公営企業の広域化・連携など経営の抜本改

革の動きや影響等に注視し、引き続き、徹底した経費の削減、業務の合

理化・効率化、滞納金の徴収強化及びその圧縮など財源の確保に努め、

独立採算の原則を念頭に置き、更なる経営の健全化、経営基盤の強化に

努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


